
『入学、進級 おめでとうございます！』 ～令和８年度花島小の新年度スタート～ 

花島小学校内に咲くサクラソウやパンジーなど、春を彩る花たちが、子供たちの入学・進級をお祝いしているかのよう

です。８日（水）始業式の日、どの子も新年度を迎え、やる気に満ちた表情をしていました。新しい教室、新しい友達、

新しい担任との出会い。期待と少しの不安もあったと思いますが、笑顔で下校していく子供たちの様子から、どの学級も

よい出発ができたように思います。  

そして 10日（金）の入学式、24名の新１年生を迎え、児童数 144名、教職員数 34名で、令和８年度がスタートしま

した。それぞれの式では、子供たちに「元気が出て、学校が楽しくなる魔法の言葉」を伝えました。「おはよう」「ありが

とう」「だいじょうぶ」「ごめんなさい」は、言う人も言われたれた人も、温かい気持ちになる言葉です。新しい学年にな

って、ちょっとドキドキしている人も、この“魔法の言葉”を使って、もっともっと友達と仲良しになってもらいたいな

と願っています。また、学校では、楽しいことがたくさんありますが、時々「難しいな」と思うこともあります。そんな

ときは、『あきらめず、「もう１回やってみよう」と思うことが大切です。あきらめないでやり続ければ、きっといいこと

が待っています。』というお話もしました。 

今年度も子供たちが毎日笑顔で登校し、学び、翌日も学校を楽しみに登校することできるような学校づくりをしていき

たいと思います。そのために、全教職員が「子供たちが真ん中」の充実した教育活動を推進し、一人一人 のよさや可能性

を最大限に伸ばすことができるように努めていきたいと思います。最後になりますが、これからも保護者、地域の皆様と

の相互連携を図りながら、「地域に愛される、あたたかい花島小学校」となるよう職員一同、精いっぱい努力してまいりま

す。どうぞ皆様のご理解・ご支援の程、よろしくお願いいたします。                    学校長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                               
令和８年度 学校だより 

千葉市立花島小学校 

４月号 

Ｂｅ Ｈａｐｐｙ 

      Ｔｏｇｅｔｈｅｒ 

【学校教育目標】 

「あたたかいこころと学習意欲をもち、たくましく生きる子どもの育成」 

～あわせる・つづける・つなげる～ 

【目指す子ども像】 

は はきはきした元気な子ども       な 仲良く助け合う子ども 

し しんぼうつよくやり抜く子ども     ま 学びあい共に伸びる子ども 

 

 



 

 

◆４～５月のスクールカウンセラー相談日について 

スクールカウンセラーは、児童へのカウンセリング（児童の抱える悩みや不安へのケア）やカウンセリング等

に関する保護者の方への助言等を行います。毎週火曜日に相談室で担当します。今年度より担当は、武富教

子（たけとみ きょうこ）先生です。お気軽にご相談ください。 

・４月２１日（火） ・２８日（火） ・５月１２日（火） ・１９日（火） 

※いずれの日も、８：００～１２：００です。 （予約は先着順になります。） 

※子供のみの相談、保護者のみの相談、親子での相談等ができます。希望される方は、各担任または教頭へ

ご連絡ください。 

 

◆すぐーるの活用について  

千葉市立学校では、学校･家庭間連絡システム「すぐーる」を導入しています。保護者の方から学校へ遅

刻・欠席の連絡ができる機能をご活用いただいていますが、原則、午前８時までにご連絡をお願いいたし

ます。また、学校からメッセージを送信する機能や学校からのアンケートに回答できる機能を活用しています

が、学校より送信したメッセージを確認していない方がいらっしゃいます。大事なメッセージやアンケート

等もありますので、必ず確認をしてください。 

 

◆登下校時の車での送迎について 

本校では、児童の登下校時の交通安全のため、保護者による車での送迎はご遠慮いただいております。ど

うしても車での送迎が必要な場合は、学校にご連絡いただき、校門より学校敷地内に入って、乗り降りをして

いただくようお願いいたします。また、登校の時間帯に学校の前の道を通る場合、警察署で発行する通行許

可証が必要となります。こちらの通行許可証につきましても、ご不明な点は学校までご連絡ください。 

 

◆学校における合理的配慮の提供について 

平成２８年４月１日から公立学校において、合理的配慮の提供が義務となっております。合理的配慮は、子

供に合った必要かつ適当な変更及び調整で、特定の場面において必要とされ、過度な負担を課さないもの

です。学校に合理的配慮の提供を求める場合には、学校（学級担任）に申し出ください。 

 

◆生命（いのち）の安全教育月間について 

千葉市は、子どもたちが性暴力の被害者、加害者、傍観者にならないための教育や啓発の充実を進めて

います。毎年 4 月を「生命（いのち）の安全教育月間」として、子どもたちに生命の尊さや素晴らしさ、自分や

相手を尊重し大事にすること、一人一人が大切な存在であること等を担任らから伝えます。 

 

◆小学校における放課後の校庭開放事業について  

４月２０日にすぐーるにて千葉市教育委員会から校庭開放についてお知らせが出ます。花島小では以下の

ルールで行います。 

 ○利用時間は平日、４～１０月は１６時３０分まで、１１～３月は１６時まで。 

 ○公園に遊びに行くと同様、行き帰りも含めて、安全確保は家庭でご留意ください。怪我をした場合も保健室

は使えません。 

 ○アフタースクールも校庭を利用しています。利用するときは、場所を譲り合うなど安全に利用ください。 

 ○学校敷地内では飲食しません（水分補給を除く）。 

 

 

 

お知らせ と お願い 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


